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公布された条例のあらまし

◇貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

市町村、介護老人福祉施設等における看護職員の確保を図るため、看護職員修学資金及び看護職員奨学金の

返還債務の免除要件を緩和する等、所要の改正を行う。

２ 条例の概要

(１) 看護職員修学資金及び看護職員奨学金の返還債務の免除に必要な看護職員等の業務従事期間について、

病院、診療所等以外の県内の施設において業務に従事した期間も算入することとする。

(２) 看護職員修学資金の返還債務の全部免除に必要な看護師免許等の取得期間を卒業後２年以内（現行

１年以内）に延長する。

(３) 看護職員奨学金の返還債務の一部免除に必要な常勤の看護職員等の業務従事期間を当該奨学金の貸付

期間に相当する期間（現行 ６年間）に短縮するとともに、看護師免許等の取得期間の要件を削る。

(４) 理学療法士等修学資金の返還債務の全部免除に必要な理学療法士免許等の取得期間を卒業後２年以内

（現行 １年以内）に延長する。

(５) 介護福祉士等修学資金の返還債務の一部免除の要件から、業務従事期間がやむを得ない理由により貸

与期間に相当する期間以上である場合を削る。

(６) その他所要の規定の整備を行う。

(７) 施行期日は、公布日とし、同日の属する月以後の免除について適用する。

◇鳥取県営企業の設置等に関する条例の一部改正について

１ 条例の改正理由

太陽光を利用して電力を供給する発電施設として新たに鳥取放牧場太陽光発電所、竹内西緑地太陽光発電

所、鳥取空港太陽光発電所及び天神浄化センター太陽光発電所を設ける。

２ 条例の概要

(１) 新たに設ける発電施設の名称及びその最大出力並びに電力供給方法は、次のとおりとする。

施設の名称 最大出力 電力供給方法

鳥取放牧場太陽光発電所 100キロワット 卸売

竹内西緑地太陽光発電所 1,250キロワット

鳥取空港太陽光発電所 1,990キロワット

天神浄化センター太陽光発電所 1,500キロワット

(２) 施行期日は、規則で定める日とする。
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条 例

貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成26年10月17日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第47号

貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の一部を改正する条例

貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例（昭和44年鳥取県条例第35号）の一部を次のように改正する。

本則の表介護福祉士等修学資金の項を次のように改める。

介 県内における介護福祉士及び社会 １ 介護福祉士等養成施設を卒業した日から１年 債務の全部

護 福祉士の充実に資するため、介護福 （他の介護福祉士等養成施設への入学、災害、疾

福 祉士等養成施設（社会福祉士及び介 病その他やむを得ない理由により知事が必要と認

祉 護福祉士法（昭和62年法律第30号） めたときは、知事がその都度定める期間）以内に

士 第７条第２号若しくは第３号又は第 介護福祉士登録簿又は社会福祉士登録簿に登録

等 39条第１号から第３号までに規定す し、かつ、県内又は知事が別に定める県外の施設

修 る学校又は養成施設をいう。以下同 （以下「県内等」という。）において介護福祉士

学 じ。）に在学する者で、将来県内に 又は社会福祉士の業務その他知事が別に定めるこ

資 おいて介護福祉士又は社会福祉士の れに準ずる業務（以下「介護福祉士等業務」とい

金 業務に従事しようとするものに対し う。）に従事し、次のいずれかの要件に該当する

て貸し付ける資金 こととなったとき。

ア 介護福祉士等業務に引き続き７年間従事した

とき。

イ 個人の家庭等において就業する業務（以下

「在宅業務」という。）について市町村又は職

業安定法（昭和22年法律第141号）第30条第１項

の許可を受けた事業所（以下「有料職業紹介

所」という。）に2,555日以上登録し、かつ、介

護福祉士の業務その他知事が別に定めるこれに

準ずる業務（以下「介護福祉士業務」とい

う。）に1,260日以上従事したとき。

ウ 過疎地域自立促進特別措置法（平成12年法律

第15号）第２条第１項に規定する過疎地域（以

下「過疎地域」という。）において、引き続き

３年間介護福祉士等業務に従事したとき。

エ 過疎地域において、在宅業務について市町村

又は有料職業紹介所に1,095日以上登録し、か

つ、介護福祉士業務に540日以上従事したとき。

オ 介護福祉士等養成施設への入学時に45歳以上

であり、かつ、離職して２年以内の者（以下

「中高年離職者」という。）が引き続き３年間

介護福祉士等業務に従事したとき。
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カ 中高年離職者が在宅業務について市町村又は

有料職業紹介所に1,095日以上登録し、かつ、介

護福祉士業務に540日以上従事したとき。

２ 県内等において介護福祉士等業務に従事中に、

業務上の事由により死亡し、又は業務に起因して

精神若しくは身体に著しい障害を受けたためその

業務に従事することができなくなったとき。

３ 前号に該当する場合を除き、死亡し、又は精神 債務の全部

若しくは身体に著しい障害を受けたため介護福祉 又は一部

士等業務に従事することができなくなったとき。

本則の表保育士等修学資金の項を次のように改める。

保 県内における保育士及び幼稚園教 １ 鳥取短期大学を卒業した日の属する年度の翌年 債務の全部

育 諭の確保及び質の向上に資するた 度の初日から起算して１年（災害、疾病その他や

士 め、県内に住所を有する者の子等の むを得ない理由により知事が必要と認めたとき

等 うち鳥取短期大学において保育士又 は、知事がその都度定める期間）以内に保育士の

修 は幼稚園教諭の資格に必要な教育を 登録を受け、又は幼稚園教諭の免許を取得し、か

学 受ける者で、経済的理由により修学 つ、当該登録を受け、又は当該免許を取得した日

資 が困難なものに対して貸し付ける資 （保育士の登録を受け、かつ、幼稚園教諭の免許

金 金 を取得した場合は、当該登録を受けた日と当該免

許を取得した日のいずれか早い日）の属する月の

翌月の初日から起算して６年（災害、疾病その他

やむを得ない理由により知事が必要と認めたとき

は、知事がその都度定める期間）を経過するまで

の間に通算して３年以上、県内の次に掲げる施設

において保育士若しくは幼稚園教諭の業務に従事

し、又は県内の市町村においてこれらの施設に関

する業務に従事したとき。

ア 児童福祉法（昭和22年法律第164号)第７条第

１項に規定する児童福祉施設（助産施設を除

く。）

イ 学校教育法第１条に規定する幼稚園

ウ 児童福祉法第59条の２第１項に規定する施設

エ アからウまでに掲げるもののほか、児童の保

育又は教育を行う施設であって知事が別に定め

るもの

２ 県内の前号に掲げる施設において保育士若しく

は幼稚園教諭の業務に従事し、又は県内の市町村

においてこれらの施設に関する業務に従事する期

間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に

起因して精神若しくは身体に著しい障害を受けた

ためその業務に従事することができなくなったと

き。

３ 前号に該当する場合を除き、死亡し、又は精神 債務の全部

若しくは身体に著しい障害を受けたため保育士若 又は一部

しくは幼稚園教諭の業務又は第１号に掲げる施設
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に関する市町村の業務に従事することができなく

なったとき。

本則の表看護職員修学資金の項から理学療法士等修学資金の項までを次のように改める。

看 県内における看護職員（保健師、助 １ 看護職員養成施設（看護職員養成施設を卒業し 債務の全部

護 産師、看護師及び准看護師をいう。以 た日から１年（災害、疾病その他やむを得ない理

職 下この項において同じ。）の確保及び 由により知事が必要と認めたときは、知事がその

員 質の向上に資するため、看護職員養成 都度定める期間。次号において同じ。）以内に他

修 施設（保健師助産師看護師法(昭和23 の看護職員養成施設に入学した場合は、当該他の

学 年法律第203号）第19条第１号若しく 看護職員養成施設）を卒業した日から２年（災

資 は第２号、第20条第１号若しくは第２ 害、疾病その他やむを得ない理由により知事が必

金 号、第21条第１号から第３号まで又は 要と認めたときは、知事がその都度定める期間）

第22条第１号若しくは第２号に規定す 以内に看護職員の免許（保健師助産師看護師法第

る大学、学校又は養成所をいう。以下 21条第１号から第３号までに規定する大学、学校

同じ。）に在学し、又は大学院の修士 又は養成所を卒業した者にあっては、准看護師免

課程において看護に関する専門知識を 許を除く。第４号において同じ。）を取得し、か

修得する者で、将来県内において看護 つ、病床数200床以上の病院（児童福祉法第42条

職員の業務に従事しようとするものに 第２号に規定する医療型障害児入所施設及び病床

対して貸し付ける資金 の８割以上を精神病床が占める病院を除く。以下

「大規模病院」という。）以外の県内の施設にお

いて看護職員の業務に従事し、又は県内の看護職

員養成施設において看護教員（看護学分野の科目

を担当し、専ら学生又は生徒の指導又は教育に従

事する者をいう。以下同じ。）の業務に従事し、

引き続き５年間これらの業務に従事したとき。

２ 大学院の修士課程（大学院の修士課程を修了し

た日から１年以内に大学院の博士課程に進学した

場合は、当該大学院の博士課程）を修了した日か

ら１年以内に県内において看護職員又は看護教員

の業務に従事し、引き続き５年間その業務に従事

したとき。

３ 県内において看護職員又は看護教員の業務に従

事中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に

起因して精神若しくは身体に著しい障害を受けた

ためその業務に従事することができなくなったと

き。

４ 第１号又は第２号に該当する場合を除き、看護 債務の全部

職員の免許を取得し、かつ、県内において看護職 又 は 一 部

員又は看護教員の業務に従事し、引き続き看護職 （大規模病

員修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間以 院において

上その業務に従事したとき。 看護職員の

業務に従事

した場合に

あっては、

貸与を受け

た看護職員
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修学資金の

額の２分の

１に相当す

る額を限度

とする。）

５ 第３号に該当する場合を除き、死亡し、又は精 債務の全部

神若しくは身体に著しい障害を受けたため看護職 又は一部

員の業務に従事することができなくなったとき。

看 県内における看護職員（保健師、助 １ 鳥取大学を卒業した日から２年（災害、疾病そ 債務の全部

護 産師及び看護師をいう。以下この項に の他やむを得ない理由により知事が必要と認めた

職 おいて同じ。）の確保を図るため、国 ときは、知事がその都度定める期間）以内に看護

員 立大学法人鳥取大学（以下「鳥取大 職員の免許を取得し、かつ、大規模病院以外の県

奨 学」という。）において看護学を専攻 内の施設において常勤の看護職員の業務（１週間

学 する者（地域枠推薦入学又は看護職員 当たりの勤務時間が32時間以上であるものに限

金 確保のために設けられた特別の入学枠 る。以下同じ。）に従事し、又は県内の看護職員

により入学した者に限る。）で、将来 養成施設において常勤の看護教員の業務に従事

県内において看護職員の業務に従事し し、引き続き６年間これらの業務に従事したと

ようとするものに対して貸し付ける資 き。

金 ２ 県内において常勤の看護職員又は看護教員の業

務に従事中に、業務上の事由により死亡し、又は

業務に起因して精神若しくは身体に著しい障害を

受けたためその業務に従事することができなくな

ったとき。

３ 第１号に該当する場合を除き、県内において常 債務の全部

勤の看護職員又は看護教員の業務に従事し、引き 又 は 一 部

続き看護職員奨学金の貸与を受けた期間に相当す （大規模病

る期間以上その業務に従事したとき。 院において

常勤の看護

職員の業務

に従事した

場合にあっ

ては、貸与

を受けた看

護職員奨学

金の額の２

分の１に相

当する額を

限 度 と す

る。）

４ 第２号に該当する場合を除き、死亡し、又は精 債務の全部

神若しくは身体に著しい障害を受けたため常勤の 又は一部

看護職員の業務に従事することができなくなった

とき。

理 県内における理学療法士、作業療法 １ 理学療法士等養成施設を卒業した日から２年 債務の全部

学 士及び言語聴覚士の充実に資するた （災害、疾病その他やむを得ない理由により知事



- 7 -

平成26年10月17日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第94号

療 め、理学療法士等養成施設（理学療法 が必要と認めたときは、知事がその都度定める期

法 士及び作業療法士法（昭和40年法律第 間）以内に理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士 137号）第11条第１号若しくは第２号 士の免許を取得し、かつ、県内において理学療法

等 に規定する学校若しくは理学療法士養 士、作業療法士又は言語聴覚士の業務に従事し、

修 成施設、同法第12条第１号若しくは第 引き続き理学療法士等修学資金の貸与を受けた期

学 ２号に規定する学校若しくは作業療法 間の２分の３に相当する期間以上その業務に従事

資 士養成施設又は言語聴覚士法（平成９ したとき。

金 年法律第132号）第33条第１号から第 ２ 県内において理学療法士、作業療法士又は言語

５号までに規定する大学、学校、文教 聴覚士の業務に従事中に、業務上の事由により死

研修施設若しくは言語聴覚士養成所の 亡し、又は業務に起因して精神若しくは身体に著

うち知事が別に定めるものをいう。以 しい障害を受けたためその業務に従事することが

下同じ。）に在学する者で、将来県内 できなくなったとき。

において理学療法士、作業療法士又は ３ 第１号に該当する場合を除き、県内において理 債務の全部

言語聴覚士の業務に従事しようとする 学療法士等修学資金の貸与を受けた期間に相当す 又は一部

ものに対して貸し付ける資金 る期間以上理学療法士、作業療法士又は言語聴覚

士の業務に従事したとき。

４ 第２号に該当する場合を除き、死亡し、又は精

神若しくは身体に著しい障害を受けたため理学療

法士、作業療法士又は言語聴覚士の業務に従事す

ることができなくなったとき。

本則の表の備考第１項を次のように改める。

１ 介護福祉士等修学資金の項免除の条件の欄第１号、看護職員修学資金の項免除の条件の欄第１号、第２号及

び第４号、看護職員奨学金の項免除の条件の欄第１号及び第３号並びに理学療法士等修学資金の項免除の条件

の欄第１号の規定の適用については、進学、災害、疾病その他やむを得ない理由のため業務に従事することが

できなかった期間がある場合において、当該期間終了後直ちにこれらの規定に定める業務に従事したときは、

前後の業務に従事した期間は、引き続いているものとみなす。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の貸付金の返還に係る債務の免除に関する条例の規定は、この条例の施行の日の属する月以後の期間

に係る債務の免除について適用する。
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平成26年10月17日 金曜日 鳥 取 県 公 報 号外第94号

鳥取県営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成26年10月17日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第48号

鳥取県営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

鳥取県営企業の設置等に関する条例（昭和41年鳥取県条例第37号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、太枠で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（経営の基本） （経営の基本）

第４条 略 第４条 略

２ 電気事業の用に供する発電施設の名称及びその最 ２ 電気事業の用に供する発電施設の名称及びその最

大出力並びに電力供給方法は、次のとおりとする。 大出力並びに電力供給方法は、次のとおりとする。

施設の名称 最大出力 電力供給方法 施設の名称 最大出力 電力供給方法

略 卸売 略 卸売

企業局東部事務 120キロワット 企業局東部事務 120キロワット

所太陽光発電所 所太陽光発電所

鳥取放牧場太陽 100キロワット

光発電所

竹内西緑地太陽 1,250キロワット

光発電所

鳥取空港太陽光 1,990キロワット

発電所

天神浄化センタ 1,500キロワット

ー太陽光発電所

附 則

この条例は、規則で定める日から施行する。


